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             厚生労働省医政局指導課長  

 

 

医療機関等における院内感染対策について 

 

 

 院内感染対策については、「医療施設における院内感染の防止につい

て」（平成17年２月１日医政指発第0201004号厚生労働省医政局指導課長

通知。以下「第0201004号課長通知」という。）、「良質な医療を提供する

体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行

について」（平成19年３月30日医政発第0330010号厚生労働省医政局長通

知）、「薬剤耐性菌による院内感染対策の徹底及び発生後の対応について」

（平成19年10月30日医政総発第1030001号・医政指発第1030002号）等を

参考に貴管下医療施設に対する指導方お願いしているところである。 

 病院内での感染症アウトブレイクへの対応については、通常時からの

感染予防、早期発見の体制整備並びにアウトブレイクが生じた場合の早

期対応が重要となる。今般、第10回院内感染対策中央会議において、各

医療機関等において対策を講ずるべき事項について、提言が取りまとめ

られたことを踏まえ、医療機関等における院内感染対策の留意事項を別

記のとおり取りまとめた。この中では、感染制御の組織化として、感染

制御チームの設置に関する事項を追加するとともに、多剤耐性菌による

アウトブレイク等施設内では対応が困難な事例へ備え、医療機関間の連

携について記載している。またアウトブレイクを疑う基準並びに保健所
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への報告の目安を示している。貴職におかれては、改正の内容について

御了知の上、貴管下医療施設に対する周知及び院内感染対策の徹底につ

いて指導方よろしくお願いする。 

 また、地方自治体等の管下医療機関等による院内感染対策支援ネット

ワークのあり方等に関しては、「院内感染対策中央会議提言について」

（平成23年２月８日厚生労働省医政局指導課事務連絡）を参考にされた

い。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第

１項に規定する技術的助言である事を申し添える。 

 おって、第0201004号課長通知は廃止する。 

 また、第0201004号課長通知における留意事項を取りまとめる際に参

考とした平成15年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究

事業）による「国、自治体を含めた院内感染対策全体の制度設計に関す

る緊急特別研究」（主任研究者：小林寛伊・ＮＴＴ東日本関東病院名誉

院長）の分担研究報告書「医療施設における院内感染（病院感染）の防

止について」（別添）について、引き続き活用されたい。 
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（別 記） 

医療機関等における院内感染対策に関する留意事項 

 

 院内感染とは、①医療機関において患者が原疾患とは別に新たにり患した感

染症、②医療従事者等が医療機関内において感染した感染症のことであり、昨

今、関連学会においては、病院感染（ hospital-acquired infection）や医療

関連感染（ healthcare-associated infection）という表現も広く使用されて

いる。 

 院内感染は、人から人へ直接、又は医療機器、環境等を媒介して発生する。

特に、免疫力の低下した患者、未熟児、高齢者等の易感染患者は、通常の病原

微生物のみならず、感染力の弱い微生物によっても、院内感染を起こす可能性

がある。  

 このため、院内感染対策は、個々の医療従事者ごとに対策を行うのではなく、

医療機関全体として対策に取り組むことが必要である。  

 また、地域の医療機関等でネットワークを構築し、院内感染発生時にも各医

療機関が適切に対応できるよう相互に支援する体制の構築も求められる。 

 

 

（感染制御の組織化） 

 

○ 病院長等の医療機関の管理者が積極的に感染制御に関わるとともに、診療

部門、看護部門、薬剤部門、臨床検査部門、事務部門等の各部門を代表する

職員により構成される「院内感染対策委員会」を設け、院内感染に関する技

術的事項等を検討するとともに、全ての職員に対する組織的な対応方針の指

示や教育等を行うこと。  

○  医療機 関 内の各部署から院内感染に係る情報が院内感染対策委員会に報

告され、院内感染対策委員会から状況に応じた対応策が現場に迅速に還元さ

れる体制を整備すること。  

○ 院内全体で活用できる総合的な院内感染対策マニュアルを整備し、また、

必要に応じて、部門ごとにそれぞれ特有の対策を盛り込んだマニュアルを整

備すること。これらのマニュアルは、最新の科学的根拠や院内体制の実態に

基づき適時見直しを行うこと。  

○ 検体からの薬剤耐性菌の検出情報等、院内感染対策に重要な情報が、臨床

検査部門から診療部門へ迅速に伝達されるよう、院内部門間の感染症情報の

共有体制を確立すること。  

○   感染制御チーム（後述）を設置する場合には、医療機 関 の管理者は、感

染制御チームが円滑に活動できるよう、感染制御チームの院内での位置づけ
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と役割を明確化し、医療機関内のすべての関係者の理解と協力が得られる環

境を整えること。 

 

 

（ 感 染 制 御 チ ー ム ）  

 

○  病 床 規 模 の 大 き い 医 療 機 関 （ 目 安 と し て 病 床 が 300 床 以 上 ） に お

い て は 、 医 師 、 看 護 師 、 検 査 技 師 、 薬 剤 師 か ら 成 る 感 染 制 御 チ ー ム

を 設 置 し 、 定 期 的 に 病 棟 ラ ウ ン ド （ 感 染 制 御 チ ー ム に よ っ て 医 療 機

関 内 全 体 を く ま な く 、 あ る い は 、 必 要 な 部 署 を 巡 回 し 、 必 要 に 応 じ

て そ れ ぞ れ の 部 署 に 対 し て 指 導 な ど を 行 う こ と を い う 。 ） を 行 う こ

と 。 病 棟 ラ ウ ン ド は 、 可 能 な 限 り １ 週 間 に １ 度 以 上 の 頻 度 で 感 染 制

御 チ ー ム の う ち 尐 な く と も ２ 名 以 上 の 参 加 の 上 で 行 う こ と が 望 ま し

い こ と 。  

○  病 棟 ラ ウ ン ド に 当 た っ て は 、 検 査 室 か ら の 報 告 等 を 活 用 し て 感 染

症 患 者 の 発 生 状 況 等 を 点 検 す る と と も に 、 各 種 の 予 防 策 の 実 施 状 況

や そ の 効 果 等 を 定 期 的 に 評 価 し 、 各 病 棟 に お け る 感 染 制 御 担 当 者 の

活 用 等 に よ り 臨 床 現 場 へ の 適 切 な 支 援 を 行 う こ と 。  

○  感 染 制 御 チ ー ム は 、 医 療 機 関 内 の 抗 菌 薬 の 使 用 状 況 を 把 握 し 、 必

要 に 応 じ て 指 導 を 行 う こ と 。  

○  複 数 の 職 種 に よ る チ ー ム で の 病 棟 ラ ウ ン ド が 困 難 な 中 小 規 模 の 医

療 機 関 （ 目 安 と し て 病 床 が 300 床 未 満 ） に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て

地 域 の 専 門 家 等 に 相 談 で き る 体 制 を 整 備 す る こ と 。  

 

 

（標準予防策と感染経路別予防策） 

 

○ 感染防止の基本として、例えば手袋・ガウン・マスク等の個人用防護具を、

感染性物質に接する可能性に応じて適切に配備し、医療従事者にその使用法

を正しく周知したうえで、標準予防策（全ての患者に対して感染予防策のた

めに行う予防策のことを指し、手洗い、手袋やマスクの着用等が含まれる。）

を実施するとともに、必要に応じ、院内部門や、対象患者及び対象病原微生

物等の特性に対応した感染経路別予防策（空気予防策、飛沫予防策、接触予

防策）を実施すること。また、易感染患者を防御する環境整備に努めること。  

○ 近年の知見によると、集中治療室などの清潔領域への入室に際して、履物

交換と個人用防護具着用を一律に常時実施することによる感染防止効果が認

められないことから、院内感染防止を目的としては、必ずしも実施する必要
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はないこと。 

 

 

（手指衛生） 

 

○ 手洗い及び手指消毒のための設備・備品等を整備するとともに、患者処置

の前後には必ず手指衛生を行うこと。 

○   速乾性擦式消毒薬（アルコール製剤等）による手指衛生を実施していても、

アルコールに抵抗性のある微生物も存在するため、必要に応じて水道水と

石けんによる手洗いを実施すること。 

○ 手術時手洗いの方法としては、持続殺菌効果のある速乾性擦式消毒薬（ア

ルコール製剤等）による消毒又は手術時手洗い用の外用消毒薬（クロルヘキ

シジン・スクラブ製剤、ポビドンヨード・スクラブ製剤等）と水道水による

手洗いを基本とし、水道水を使用した手術時手洗いにおいても、最後にアル

コール製剤等による擦式消毒を併用することが望ましいこと。  

 

（職業感染防止）  

 

○ 注射針を使用する際、針刺しによる医療従事者等への感染を防止するため、

使用済みの注射針に再びキャップするいわゆる「リキャップ」を原則として

禁止し、注射針専用の廃棄容器等を適切に配置するとともに、診療の状況等

必要に応じて、針刺しの防止に配慮した安全器材の活用を検討するなど、医

療従事者等を対象とした適切な感染予防対策を講じること。  

 

 

（環境整備と環境微生物調査）  

 

○ 空調設備、給湯設備等、院内感染対策に有用な設備の適切な整備や、院内

の清掃などを行い、院内の環境管理を適切に行うこと。 

○ 環境整備の基本は清掃であるが、その際一律に広範囲の環境消毒を行わな

いこと。血液もしくは体液による汚染がある場合は、汚染局所の清拭除去及

び消毒を基本とすること。  

○ ドアノブ、ベッド柵など、医療従事者や患者が頻繁に接触する箇所につい

ては、定期的に清拭し、必要に応じてアルコール消毒等を行うこと。  

○  多剤耐性菌感染患者が使用した病室等において消毒薬による環境消毒が

必要となる場合は、生体に対する毒性等がないように配慮すること。消毒

薬の噴霧、散布、薫（くん）蒸や紫外線照射などは効果が不確実であるだ
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けでなく、作業者への危険性もあることから、これらの方法については、

単に病室等を無菌状態とすることを目的として漫然と実施しないこと。  

○ 近年の知見によると、粘着マット及び薬液浸漬マットについては、感染防

止効果が認められないことから、原則として、院内感染防止の目的としては、

これらを使用しないこと。  

○ 近年の知見によると、定期的な環境微生物検査は必ずしも施設の清潔度の

指標とは相関しないことから、一律に実施するのではなく、例えば、院内感

染経路を疫学的に把握する際に行う等、必要な場合に限定して実施すること。  

 

 

（医療機器の洗浄、消毒、滅菌）  

 

○ 医療機器を安全に管理し、適切な洗浄、消毒又は滅菌を行うとともに、消

毒薬や滅菌用ガスが生体に有害な影響を与えないよう十分に配慮すること。  

○ 使用済みの医療機器は、消毒、滅菌に先立ち、洗浄を十分行うことが必要

であるが、その方法としては、現場での一次洗浄は極力行わずに、可能な限

り中央部門で一括して十分な洗浄を行うこと。  

 

 

（手術と感染防止） 

 

○ 手術室は、空調設備により周辺の各室に対して陽圧を維持し、清浄な空気

を供給するとともに、清掃が容易にできる構造とすること。  

○ 手術室内を無菌状態とすることを目的とした、消毒薬を使用した広範囲の

床消毒については、日常的に行う必要はないこと。  

 

 

（新生児集中治療部門での対応）  

 

○ 保育器の日常的な消毒は必ずしも必要ではないが、消毒薬を使用した場合

には、その残留毒性に十分注意を払うこと。患児を収容中は、決して保育器

内の消毒を行わないこと。  

○ 新生児集中治療管理室においては、特に未熟児などの易感染状態の患児を

取り扱うことが多いことから、カテーテル等の器材を介した院内感染防止に

留意し、気道吸引や創傷処置においても適切な無菌操作に努めること。  
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（感染性廃棄物の処理）  

○ 感染性廃棄物の処理については、『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処

理マニュアル』（平成 21 年５月 11 日環廃産発第０９０５１１００１号環境

省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知による）に掲げられた基準を遵

守し、適切な方法で取り扱うこと。  

 

 

（医療機関間の連携について）  

 

○ 緊急時に地域の医療機関同士が連携し、各医療機関のアウトブレイクに対

して支援がなされるよう、医療機関相互のネットワークを構築し、日常的な

相互の協力関係を築くこと。  

○ 地域のネットワークの拠点医療機関として、大学病院や国立病院機構傘下

の医療機関、公立病院等地域における中核医療機関、あるいは学会指定医療

機関等が中心的な役割を担うことが望ましいこと。 

 

 

（ 地 方 自 治 体 の 役 割 ）  

 

○ 地方自治体はそれぞれの地域の実状に合わせて、地域における院内感染対

策のためのネットワークを整備し、積極的に支援すること。  

○ 地方衛生研究所等において適切に院内感染起因微生物を検査できるよう、

体制を充実強化すること。  

 

 

（アウトブレイク時の対応）  

 

○  同一医療機関内又は同一病棟内で同一菌種（ここでは、原因微生物が多剤

耐性菌によるものを想定。以下同じ。）による感染症の集積が見られ、疫学

的にアウトブレイクが疑われると判断した場合、当該医療機関は院内感染対

策委員会又は感染制御チームによる会議を開催し、１週間以内を目安にアウ

トブレイクに対する院内感染対策を策定かつ実施すること。  

○  アウトブレイクを疑う基準としては、一例目の発見から４週間以内に、同

一病棟において新規に同一菌種による感染症の発病症例（以下の４菌種は保

菌者を含む：バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌（ VRSA）、多剤耐性緑膿菌

(MDRP)、バンコマイシン耐性腸球菌（ VRE）、多剤耐性アシネトバクター・
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バウマニ（ Acinetobacter baumannii））が計３例以上特定された場合、あ

るいは、同一機関内で同一菌株と思われる感染症の発病症例（抗菌薬感受性

パターンが類似した症例等）（上記の４菌種は保菌者を含む）が計３例以上

特定された場合を基本とすること。  

○  アウトブレイクに対する感染対策を実施した後、新たな感染症の発病症例

（上記の４菌種は保菌者を含む）を認めた場合、院内感染対策に不備がある

可能性が有ると判断し、速やかに通常時から協力関係にある地域のネットワ

ークに参加する医療機関等の専門家に感染拡大の防止に向けた支援を依頼す

ること。 

○  医療機関内での院内感染対策を講じた後、同一医療機関内で同一菌種によ

る感染症の発病症例（上記の４菌種は保菌者を含む）が多数にのぼる場合

（目安として 10名以上となった場合）または当該院内感染事案との因果関係

が否定できない死亡者が確認された場合においては、管轄する保健所に速や

かに報告すること。また、このような場合に至らない時点においても、医療

機関の判断の下、必要に応じて保健所に連絡・相談することが望ましいこと。  

○  報告を受けた保健所は、当該院内感染発生事案に対する医療機関の対応が、

事案発生当初の計画どおりに実施され効果を上げているか、また地域のネッ

トワークに参加する医療機関等の専門家による支援が順調に進められている

か、一定期間、定期的に確認し、必要に応じて指導及び助言を行うこと。そ

の際、医療機関等の専門家の判断も参考にすることが望ましいこと。 

○  保健所は、医療機関からの報告を受けた後、都道府県や政令市等と緊密に

連携をとること。  
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）

（感
染
制
御
チ
ー
ム
）

・
病
床
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関
（目
安
と
し
て
病
床
が
3
0
0
床
以
上
）
に
お
い
て
は
、
医
師
、
看
護
師
、
検
査
技
師
、

薬
剤
師
か
ら
成
る
感
染
制
御
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
定
期
的
に
病
棟
ラ
ウ
ン
ド
を
行
う
こ
と
。

・
感
染
症
患
者
の
発
生
状
況
等
を
点
検
、
各
種
の
予
防
策
の
実
施
状
況
や
そ
の
効
果
等
を
定
期
的
に
評
価
し
、
臨

床
現
場
へ
の
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

・
医
療
機
関
内
の
抗
菌
薬
の
使
用
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
指
導
を
行
う
こ
と
。

（医
療
機
関
間
の
連
携
に
つ
い
て
）

・
緊
急
時
に
地
域
の
医
療
機
関
同
士
が
速
や
か
に
連
携
し
、
各
医
療
機
関
の
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
に
対
し
て
支
援
が
な
さ

れ
る
よ
う
、
医
療
機
関
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
日
常
的
な
相
互
の
協
力
関
係
を
築
く
こ
と
。

（ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
時
の
対
応
）

・
医
療
機
関
内
の
対
応
：
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
が
疑
わ
れ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
院
内
感
染
対
策
委
員
会
又
は
感
染
制
御

チ
ー
ム
に
よ
る
会
議
を
開
催
し
、
１
週
間
以
内
を
目
安
に
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
に
対
す
る
院
内
感
染
対
策
を
策
定
か
つ
実

施
す
る
こ
と

・
支
援
依
頼
：
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
に
対
す
る
感
染
対
策
を
実
施
し
た
後
、
新
た
な
感
染
症
の
発
病
症
例
を
認
め
た
場
合
、

速
や
か
に
通
常
時
か
ら
協
力
関
係
に
あ
る
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
加
す
る
医
療
機
関
等
の
専
門
家
に
感
染
拡

大
の
防
止
に
向
け
た
支
援
を
依
頼
す
る
こ
と
。

・
報
告
：
同
一
医
療
機
関
内
で
同
一
菌
種
に
よ
る
感
染
症
の
発
病
症
例
が
多
数
に
の
ぼ
る
場
合
（
目
安
と
し
て
1
0
名

以
上
と
な
っ
た
場
合
）
ま
た
は
当
該
院
内
感
染
事
案
と
の
因
果
関
係
が
否
定
で
き
な
い
死
亡
者
が
確
認
さ
れ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
管
轄
す
る
保
健
所
に
速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
。

【
新
た
に
追
加
し
た
事
項
】
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医
師

看
護
師

薬
剤
師

検
査
技
師

感
染
制
御
チ
ー
ム

・
感
染
症
患
者
の
発
生
状
況
等
の
点
検

・
各
種
の
予
防
策
の
実
施
状
況
や
そ
の

効
果
等
を
定
期
的
に
評
価
し
、
臨
床
現

場
へ
の
適
切
な
支
援
を
行
う

・
抗
菌
薬
の
使
用
状
況
を
把
握

し
、
必
要
に
応
じ
て
指
導
を
行
う

感
染
制
御
チ
ー
ム
に
よ
る
定
期
的
な
病
棟
ラ
ウ
ン
ド

・可
能
な
限
り
1
週
間
に
１
度
以
上
の
頻
度

・感
染
制
御
チ
ー
ム
の
う
ち
尐
な
く
と
も
２
名
以
上
の
参
加
が
望
ま
し
い

院
内
感
染
対
策
委
員
会

病
床
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関
に
お
け
る
院
内
感
染
対
策
の
体
制
（
概
要
）

病
床
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関

（
目
安
と
し
て

30
0床
以
上
）

141



院
内
感
染
対
策
委
員
会

中
小
規
模
の
医
療
機
関
に
お
け
る
院
内
感
染
対
策
の
体
制
お
よ
び
医
療
機
関
間
連
携
（
概
要
）

病
床
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関

に
お
け
る
よ
う
な
感
染
制
御
チ
ー

ム
に
よ
る
病
棟
ラ
ウ
ン
ド
が
困
難

医
療
機
関
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

感
染
制
御

チ
ー
ム

感
染
制
御

チ
ー
ム

感
染
制
御

チ
ー
ム

感
染
制
御

チ
ー
ム

感
染
制
御

チ
ー
ム

医
療
機
関

（
目
安
と
し
て

30
0床
以
上
）

地
域
の
専
門
家
等
に
相
談

支
援

保
健
所

地
方
自
治
体

地
域
に
お
け
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
支
援

中
小
規
模
の
医
療
機
関

（
目
安
と
し
て

30
0床
未
満
）

日
常
的
な
相
互
の

協
力
関
係
を
築
く
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ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
時
の
対
応

（
多
剤
耐
性
菌
を
想
定
）

院
内
感
染
に
よ
る
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
が
疑
わ
れ
る
場
合

（多
剤
耐
性
菌
一
例
目
の
発
見
か
ら
４
週
間
以
内
に
計
3
例
以
上
の

感
染
症
例
の
発
病
症
例
等
）

医
療
機
関
内
の
対
応
：
院
内
感
染
対
策
委
員
会
、
感
染
制
御
チ
ー
ム

新
た
な
感
染
症
の
発
病
症
例
を
認
め
る

地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
加
す
る
医
療
機
関
等
の
専
門
家
に

感
染
拡
大
防
止
に
向
け
た
支
援
を
依
頼

同
一
医
療
機
関
内
で
同
一
菌
種
に
よ
る
感
染
症
の

発
病
症
例
が
多
数
に
の
ぼ
る
場
合

（目
安
と
し
て
1
0
名
以
上
）

保
健
所
に
報
告

医
療
機
関
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

感
染
制
御
チ
ー
ム

院
内
感
染
対
策
委
員
会 支
援

報
告

指
導
・
助
言

保
健
所地
域
の
専
門
家
に
相
談

143



都道府県
平成１５年度
採用実績 ①

平成２２年度
採用実績 ②

増　減
②－①

平成２３年度
採用実績 ③

増　減
③－②

増　減
③－①

北 海 道 288 260 △ 28 258 △ 2 △ 30

青 森 県 56 65 9 71 6 15

岩 手 県 38 69 31 68 △ 1 30

宮 城 県 88 113 25 103 △ 10 15

秋 田 県 61 60 △ 1 51 △ 9 △ 10

山 形 県 56 77 21 62 △ 15 6

福 島 県 79 72 △ 7 69 △ 3 △ 10

茨 城 県 85 98 13 112 14 27

栃 木 県 119 107 △ 12 120 13 1

群 馬 県 119 72 △ 47 87 15 △ 32

埼 玉 県 118 204 86 244 40 126

千 葉 県 268 269 1 286 17 18

東 京 都 1,707 1,305 △ 402 1,363 58 △ 344

神 奈 川 県 404 562 158 551 △ 11 147

新 潟 県 89 86 △ 3 89 3 0

富 山 県 59 56 △ 3 49 △ 7 △ 10

石 川 県 95 99 4 95 △ 4 0

福 井 県 48 69 21 56 △ 13 8

山 梨 県 54 44 △ 10 38 △ 6 △ 16

長 野 県 104 116 12 109 △ 7 5

岐 阜 県 116 107 △ 9 98 △ 9 △ 18

静 岡 県 109 160 51 155 △ 5 46

愛 知 県 436 493 57 488 △ 5 52

三 重 県 77 82 5 91 9 14

滋 賀 県 83 67 △ 16 76 9 △ 7

京 都 府 411 246 △ 165 270 24 △ 141

大 阪 府 689 578 △ 111 585 7 △ 104

兵 庫 県 310 305 △ 5 339 34 29

奈 良 県 101 78 △ 23 74 △ 4 △ 27

和 歌 山 県 68 68 0 75 7 7

鳥 取 県 51 23 △ 28 42 19 △ 9

島 根 県 30 29 △ 1 47 18 17

岡 山 県 146 138 △ 8 164 26 18

広 島 県 181 140 △ 41 144 4 △ 37

山 口 県 93 77 △ 16 83 6 △ 10

徳 島 県 68 51 △ 17 45 △ 6 △ 23

香 川 県 50 60 10 49 △ 11 △ 1

愛 媛 県 65 52 △ 13 71 19 6

高 知 県 47 41 △ 6 38 △ 3 △ 9

福 岡 県 546 401 △ 145 386 △ 15 △ 160

佐 賀 県 58 49 △ 9 34 △ 15 △ 24

長 崎 県 105 79 △ 26 76 △ 3 △ 29

熊 本 県 115 91 △ 24 90 △ 1 △ 25

大 分 県 54 57 3 55 △ 2 1

宮 崎 県 50 35 △ 15 29 △ 6 △ 21

鹿 児 島 県 91 74 △ 17 64 △ 10 △ 27

沖 縄 県 81 122 41 123 1 42

計 8,166 7,506 △ 660 7,672 166 △ 494

※　採用実績は厚生労働省医政局医事課調べ

（１）　臨床研修医在籍状況の推移（都道府県別）

９．医師臨床研修等について
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（２）医師臨床研修費補助金について 
 
 必修化された臨床研修において、研修医が適切な指導体制の下で

研修を実施するための経費として、研修病院の開設者に直接補助し

ている。 
 
○ 平成24年度予算案 １３２億円（平成23年度 142億円） 
○ 補助対象事業 
 

・指導医の確保 

（１）教育指導経費 １３１億円 （平成23年度 141億円） 

・プログラム責任者（副院長クラス）の配置 

・研修管理委員会の設置 

・医師不足地域及び産婦人科・小児科宿日直研修 

・大学病院や都市部の中核病院と医師不足地域の中小病院・診療

所が連携する研修プログラムの作成（新規） 

・医師不足地域の中小病院等への指導医派遣（新規）  等 

 

・臨床研修に関する協議会運営に係る謝金、旅費、会議費等 

（２）地域協議会経費 １億円（平成23年度 1億円） 

（募集定員の調整、研修プログラムの共同開発に係るもの。） 
 

（参考：予算額の推移） 
 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

平成24年度 

（予算案） 

予算額   １６１億円  １６１億円  １６２億円  １４２億円 １３２億円 

教育指導経費 １６１億円 １６１億円 １６２億円 １４１億円 １３１億円 

地域協議会経費    １億円 １億円 

 
【補助先】公私立大学附属病院、厚生労働大臣の指定した公私立病院等 
【補助率】定額 
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（３）臨床研修制度の評価に関するワーキンググループについて 

 

１．趣旨 

次回の医師臨床研修制度の見直しに向けて、臨床研修の実施状況や

地域医療への影響などに関する実態を把握し、論点を整理する。 

 

２．主な検討項目 

① 臨床研修制度の運用状況に関する事項 

（研修医の基本的な診療能力、受入病院の指導・管理体制、研修プログラム等） 

② 臨床研修制度の導入による影響に関する事項 

（研修医のキャリア形成、地域医療に与えた影響等） 

③ 臨床研修制度の全体的な評価に関する事項           等 

 

３．スケジュール 

平成 24 年中を目途に検討結果を取りまとめ、医道審議会医師分科会医

師臨床研修部会に報告する。（別紙） 
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別紙 

 

これまでの検討内容及び今後のスケジュール 

 

 

第１回 平成２３年７月４日 

○ 臨床研修制度のこれまでの経緯と現状について 

○ 臨床研修制度に関する最近の調査結果について 

１）「初期臨床研修制度の評価のあり方に関する研究（研究代表者：桐野高明）」 

（平成２２年度厚生労働科学特別研究事業）報告書 

２）臨床研修修了者に対するアンケート調査結果（平成２１年、２２年） 

○ 今後の議論のすすめ方について 

 

第２回 平成２３年９月１２日 

○ 研修プログラムの履修状況について 

○ 臨床研修制度の導入が研修医のキャリア形成に及ぼした影響について 

１） 研修医の基本的な診療能力 

２） 研修医の進路や研修の場 

 

第３回 平成２３年１１月２１日 

○ 臨床研修病院の指導・管理体制について 

１）臨床研修医の評価方法等 

２）臨床研修病院における研修医の処遇 

３）臨床研修の修了状況 

 

第４回 平成２４年１月２３日予定 

○ 臨床研修制度の導入が地域医療に与えた影響について 

１）研修医の地域別・診療科別等分布 

２）募集定員 

 

第５回 平成２４年３月頃 

○ 第４回までの論点整理 

○ 医学教育の実施状況について 

１）卒前教育 

２）生涯教育 

 

第６回～ 平成２４年内 

○ 関係者からのヒアリングを中心に意見交換 

○ 平成２４年内を目途に論点のとりまとめ 
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（４）専門医の在り方に関する検討会について 

 

 

 

１ 趣旨 

 医師の質の一層の向上及び医師の偏在是正を図ることを目的として、

専門医に関して幅広く検討を行うため、有識者の検討会を開催する。 

２ 主な検討項目 

○  求められる専門医像について 

○  医師の質の一層の向上について 

○  地域医療の安定的確保について 

○  その他   

３ スケジュール 

平成 24 年度内を目途に最終報告書の取りまとめを行う。（別紙） 
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別紙 

 

これまでの検討内容及び今後のスケジュール 

 

第１回 平成２３年１０月１３日 

○ 検討会開催の趣旨 

○ 専門医を取り巻く現状について 

○ 今後の議論のすすめ方について 

 

第２回 平成２３年１１月４日 

○ 専門医の在り方について 

○ 関係者・団体からのヒアリング 

（１）日本専門医制評価・認定機構 

（２）日本内科学会 

（３）日本外科学会 

 

第３回 平成２３年１２月１日 

○ 専門医の在り方について 

○ 関係者・団体からのヒアリング 

（１）医療における安心・希望確保のための専門医・家庭医（医師後期臨床

研修制度）のあり方に関する研究（平成２０年度厚生労働科学特別研

究事業） 

（２）日本産科婦人科学会 

（３）日本救急医学会 

 

第４回 平成２４年１月１１日 

○ 専門医の在り方について 

○ 関係者・団体からのヒアリング 

（１）日本プライマリ・ケア連合学会 

（２）日本医師会 

（３）検討会委員 

 

※ 以降、毎月１回程度開催予定。 

 

 

平成２４年夏頃 

○ 中間取りまとめ 

 

 

平成２４年度内目途 

○ 最終報告書の取りまとめ 
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１０．医療従事者数等

資 格 名 従 事 者 数 １ 学 年 定 員

医 師 ２９５，０４９ ８，９２３

歯 科 医 師 １０１，５７６ ２，４５９

保 健 師 ５４，２８９ １７，２０４

助 産 師 ３２，４８０ ９，８５１

看 護 師 ９９４，６３９ ５９，５１７

准 看 護 師 ３８９，０１３ １１，６９０

歯 科 衛 生 士 １０３，１８０ ７，３４０

歯 科 技 工 士 ３５，３３７ １，４８０

診 療 放 射 線 技 師 ６９，３３４ ２，５１６

理 学 療 法 士 ８３，０００ １３，４５４

作 業 療 法 士 ５３，０７０ ７，２６０

臨 床 検 査 技 師 １７１，９８０ １，６７４

衛 生 検 査 技 師 １３７，７２７

視 能 訓 練 士 ９，３４６ １，３３３

臨 床 工 学 技 士 ２７，６３０ ２，４７５

義 肢 装 具 士 ３，７０６ ２８３

救 急 救 命 士 ３９，７０３ ２，６８９

言 語 聴 覚 士 １７，２９３ ２，７１１

あん摩マッサージ指圧師 １０４，６３３ ２，８０４

は り 師 ９２，４２１ ７，５４０

き ゅ う 師 ９０，６６４ ７，５４０

柔 道 整 復 師 ５０，４２８ ８，６０７

（注）１．従事者数

（１）医師、歯科医師は平成２２年末の届出数（「医師・歯科医師・薬剤師調

査」）

（２）保健師、助産師、看護師及び准看護師は平成２２年末現在の従事者数

（「医療施設（静態・動態）調査・病院報告」及び「衛生行政業務報告」

による推計）

（３）歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

及び柔道整復師は平成２２年末の従事者数（「衛生行政業務報告」）

※）東日本大震災の影響により、宮城県が含まれていない。

（４）その他は平成２２年末の免許取得者数である。

２．１学年定員

（１）医師、歯科医師は平成２３年の募集人員である。

（２）保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士は平成

２３年の１学年定員である。

（３）その他は平成２３年の１学年定員である。
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医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について 

 

 

 

近年、医師の業務については、病院に勤務する若年・中堅層の医師を中心に極めて厳し

い勤務環境に置かれているが、その要因の一つとして、医師でなくても対応可能な業務ま

でも医師が行っている現状があるとの指摘がなされているところである。また、看護師等

の医療関係職については、その専門性を発揮できていないとの指摘もなされている。 

良質な医療を継続的に提供していくためには、各医療機関に勤務する医師、看護師等の

医療関係職、事務職員等が互いに過重な負担がかからないよう、医師法（昭和２３年法律

第２０１号）等の医療関係法令により各職種に認められている業務範囲の中で、各医療機

関の実情に応じて、関係職種間で適切に役割分担を図り、業務を行っていくことが重要で

ある。 

 このため、今般、医師等でなくても対応可能な業務等について下記のとおり整理したの

で、貴職におかれては、その内容について御了知の上、各医療機関において効率的な業務

運営がなされるよう、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に周知方願

いたい。 

なお、今後も、各医療機関からの要望や実態を踏まえ、医師、看護師等の医療関係職、

事務職員等の間での役割分担の具体例について、適宜検討を行う予定であることを申し添

える。 

 

記 

 

１．基本的考え方 

各医療機関においては、良質な医療を継続的に提供するという基本的考え方の下、医

師、看護師等の医療関係職の医療の専門職種が専門性を必要とする業務に専念すること

により、効率的な業務運営がなされるよう、適切な人員配置の在り方や、医師、看護師

等の医療関係職、事務職員等の間での適切な役割分担がなされるべきである。 

１１．医師及び医療関係職と事務職員等との間等での 

 役割分担の推進について（通知） 
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以下では、関係職種間の役割分担の一例を示しているが、実際に各医療機関において

適切な役割分担の検討を進めるに当たっては、まずは当該医療機関における実情（医師、

看護師等の医療関係職、事務職員等の役割分担の現状や業務量、知識・技能等）を十分

に把握し、各業務における管理者及び担当者間においての責任の所在を明確化した上で、

安全・安心な医療を提供するために必要な医師の事前の指示、直接指示のあり方を含め具

体的な連携・協力方法を決定し、関係職種間での役割分担を進めることにより、良質な

医療の提供はもとより、快適な職場環境の形成や効率的な業務運営の実施に努められた

い。 

 

２．役割分担の具体例 

（１）医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担 

  １） 書類作成等 

    書類作成等に係る事務については、例えば、診断書や診療録のように医師の診察

等を経た上で作成される書類は、基本的に医師が記載することが想定されている。

しかしながら、①から③に示すとおり、一定の条件の下で、医師に代わって事務職

員が記載等を代行することも可能である。 

ただし、医師や看護師等の医療関係職については、法律において、守秘義務が規

定されていることを踏まえ、書類作成における記載等を代行する事務職員について

は、雇用契約において同趣旨の規定を設けるなど個人情報の取り扱いについては十

分留意するとともに、医療の質の低下を招かないためにも、関係する業務について

一定の知識を有した者が行うことが望ましい。 

他方、各医療機関内で行われる各種会議等の用に供するための資料の作成など、

必ずしも医師や看護師等の医療関係職の判断を必要としない書類作成等に係る事務

についても、医師や看護師等の医療関係職が行っていることが医療現場における効

率的な運用を妨げているという指摘がなされている。これらの事務について、事務

職員の積極的な活用を図り、医師や看護師等の医療関係職を本来の業務に集中させ

ることで医師や看護師等の医療関係職の負担の軽減が可能となる。 

 

① 診断書、診療録及び処方せんの作成 

     診断書、診療録及び処方せんは、診察した医師が作成する書類であり、作成責

任は医師が負うこととされているが、医師が最終的に確認し署名することを条件

に、事務職員が医師の補助者として記載を代行することも可能である。また、電

磁的記録により作成する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２

年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子署名をもって当該署名に代える

ことができるが、作成者の識別や認証が確実に行えるよう、その運用においては

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守されたい。 

 

② 主治医意見書の作成 
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  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２７条第３項及び第３２条第３項に

基づき、市町村等は要介護認定及び要支援認定の申請があった場合には、申請者

に係る主治の医師に対して主治医意見書の作成を求めることとしている。 

医師が最終的に確認し署名することを条件に、事務職員が医師の補助者として

主治医意見書の記載を代行することも可能である。また、電磁的記録により作成

する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）

第２条第１項に規定する電子署名をもって当該署名に代えることができるが、作

成者の識別や認証が確実に行えるよう、その運用においては「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」を遵守されたい。 

 

③ 診察や検査の予約 

     近年、診察や検査の予約等の管理に、いわゆるオーダリングシステムの導入を

進めている医療機関が多く見られるが、その入力に係る作業は、医師の正確な判

断・指示に基づいているものであれば、医師との協力・連携の下、事務職員が医

師の補助者としてオーダリングシステムへの入力を代行することも可能である。 

 

２） ベッドメイキング 

    保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第５条に規定する療養上の

世話の範疇に属さない退院後の患者の空きのベッド及び離床可能な患者のベッドに

係るベッドメイキングについては、「ベッドメイキングの業務委託について（回答）」

（平成１２年１１月７日付け医政看発第３７号・医政経発第７７号。以下「業務委

託通知」という。）において示しているとおり、看護師及び准看護師（以下「看護職

員」という。）以外が行うことができるものであり、業者等に業務委託することも可

能である。 

    ただし、入院患者の状態は常に変化しているので、業務委託でベッドメイキング

を行う場合は、業務委託通知において示しているとおり、病院の管理体制の中で、

看護師等が関与して委託するベッドの選定を行うなど、病棟管理上遺漏のないよう

十分留意されたい。 

 

３） 院内の物品の運搬･補充、患者の検査室等への移送 

滅菌器材、衛生材料、書類、検体の運搬・補充については、専門性を要する業務

に携わるべき医師や看護師等の医療関係職が調達に動くことは、医療の質や量の低

下を招き、特に夜間については、病棟等の管理が手薄になるため、その運搬・補充

については、看護補助者等の活用や院内の物品運搬のシステムを整備することで、

看護師等の医療関係職の業務負担の軽減に資することが可能となる。その際には、

院内で手順書等を作成し、業務が円滑に行えるよう徹底する等留意が必要である。 

また、患者の検査室等への移送についても同様、医師や看護師等の医療関係職が

行っている場合も指摘されているが、患者の状態を踏まえ総合的に判断した上で事
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務職員や看護補助者を活用することは可能である。 

 

４） その他 

診療報酬請求書の作成、書類や伝票類の整理、医療上の判断が必要でない電話対

応、各種検査の予約等に係る事務や検査結果の伝票、画像診断フィルム等の整理、

検査室等への患者の案内、入院時の案内（オリエンテーション）、入院患者に対する

食事の配膳、受付や診療録の準備等についても、医師や看護師等の医療関係職が行

っている場合があるという指摘がなされている。事務職員や看護補助者の積極的な

活用を図り、専門性の高い業務に医師や看護師等の医療関係職を集中させることが、

医師や看護師等の医療関係職の負担を軽減する観点からも望ましいと考えられる。  

また、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の遵守等、事務

職員の適切な個人情報の取り扱いについて十分留意されたい。 

 

（２）医師と助産師との役割分担 

保健師助産師看護師法において、助産師は助産及びじょく婦及び新生児の保健指

導を担っているものである。医師との緊密な連携・協力関係の下で、正常の経過を

たどる妊婦や母子の健康管理や分娩の管理について助産師を積極的に活用すること

で、産科医療機関における医師の業務負担を軽減させることが可能となる。こうし

た産科医療機関における医師の業務負担の軽減は、医師が医師でなければ対応でき

ない事案により専念できることにより、医師の専門性がより発揮されることを可能

とするとともに、地域のより高次の救急医療を担う医療機関における産科医師の負

担の軽減にも資することとなる。 

特に医療機関においては、安全・安心な分娩の確保と効率的な病院内運用を図る

ため、妊産婦健診や相談及び院内における正常分娩の取扱い等について、病院内で

医師・助産師が連携する仕組みの導入も含め、個々の医療機関の事情に応じ、助産

師がその専門性を発揮しやすい環境を整えることは、こうした業務分担の導入に際

し有効なものである。 

医師と助産師の間で連携する際には、十分な情報の共有と相互理解を構築すると

ともに、業務に際しては母子の安全の確保に細心の注意を払う必要があることは当

然の前提である。 

 

（３）医師と看護師等の医療関係職との役割分担 

医師と看護師等の医療関係職との間の役割分担についても、以下のような役割分

担を進めることで、医師が医師でなければ対応できない業務により集中することが

可能となる。また、医師の事前指示やクリティカルパスの活用は、医師の負担を軽

減することが可能となる。 

その際には、医療安全の確保の観点から、個々の医療機関等毎の状況に応じ、個

別の看護師等の医療関係職の能力を踏まえた適切な業務分担を行うことはもとより、
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適宜医療機関内外での研修等の機会を通じ、看護師等が能力の研鑽に励むことが望

ましい。 

   

１） 薬剤の投与量の調節 

   患者に起こりうる病態の変化に応じた医師の事前の指示に基づき、患者の病態の

変化に応じた適切な看護を行うことが可能な場合がある。例えば、在宅等で看護に

あたる看護職員が行う、処方された薬剤の定期的、常態的な投与及び管理について、

患者の病態を観察した上で、事前の指示に基づきその範囲内で投与量を調整するこ

とは、医師の指示の下で行う看護に含まれるものである。 

 

 ２） 静脈注射 

医師又は歯科医師の指示の下に行う看護職員が行う静脈注射及び、留置針による

ルート確保については、診療の補助の範疇に属するものとして取り扱うことが可能

であることを踏まえ、看護職員の積極的な活用を図り、医師を専門性の高い業務に

集中させ、患者中心の効率的な運用に努められたい。 

なお、薬剤の血管注入による身体への影響は大きいことから、「看護師等による静

脈注射の実施について」（平成１４年９月３０日医政発第 0930002号）において示し

ているとおり、医師又は歯科医師の指示に基づいて、看護職員が静脈注射を安全に

できるよう、各医療機関においては、看護職員を対象とした研修を実施するととも

に、静脈注射の実施等に関して、施設内基準や看護手順の作成・見直しを行い、ま

た、個々の看護職員の能力を踏まえた適切な業務分担を行うことが重要である。 

 

３） 救急医療等における診療の優先順位の決定 

夜間・休日救急において、医師の過重労働が指摘されている現状を鑑み、より効

率的運用が行われ、患者への迅速な対応を確保するため、休日や夜間に診療を求め

て救急に来院した場合、事前に、院内において具体的な対応方針を整備していれば、

専門的な知識および技術をもつ看護職員が、診療の優先順位の判断を行うことで、

より適切な医療の提供や、医師の負担を軽減した効率的な診療を行うことが可能と

なる。 

 

  ４） 入院中の療養生活に関する対応 

    入院中の患者について、例えば病棟内歩行可能等の活動に関する安静度、食事の

変更、入浴や清拭といった清潔保持方法等の療養生活全般について、現在行われて

いる治療との関係に配慮し、看護職員が医師の治療方針や患者の状態を踏まえて積

極的に対応することで、効率的な病棟運営や患者サービスの質の向上、医師の負担

の軽減に資することが可能となる。 

 

  ５） 患者・家族への説明 
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    医師の治療方針の決定や病状の説明等の前後に、看護師等の医療関係職が、患者

との診察前の事前の面談による情報収集や補足的な説明を行うとともに、患者、家

族等の要望を傾聴し、医師と患者、家族等が十分な意思疎通をとれるよう調整を行

うことで、医師、看護師等の医療関係職と患者、家族等との信頼関係を深めること

が可能となるとともに、医師の負担の軽減が可能となる。 

また、高血圧性疾患、糖尿病、脳血管疾患、うつ病（気分障害）のような慢性疾

患患者においては、看護職員による療養生活の説明が必要な場合が想定される。こ

のような場合に、医師の治療方針に基づき看護職員が療養生活の説明を行うことは

可能であり、これにより医師の負担を軽減し、効率的な外来運営が行えるとともに、

患者のニーズに合わせた療養生活の援助に寄与できるものと考える。 

 

６） 採血、検査についての説明 

採血、検査説明については、保健師助産師看護師法及び臨床検査技師等に関する

法律（昭和３３年法律第７６号）に基づき、医師等の指示の下に看護職員及び臨床

検査技師が行うことができることとされているが、医師や看護職員のみで行ってい

る実態があると指摘されている。 

医師と看護職員及び臨床検査技師との適切な業務分担を導入することで、医師等

の負担を軽減することが可能となる。 

 

７） 薬剤の管理 

病棟等における薬剤の在庫管理、ミキシングあるいは与薬等の準備を含む薬剤管

理について、医師や看護職員が行っている場合もあると指摘されているが、ミキシ

ングを行った点滴薬剤等のセッティング等を含め、薬剤師の積極的な活用を図り、

医師や看護職員の業務を見直すことで、医療安全の確保及び医師等の負担の軽減が

可能となる。 

   

 ８） 医療機器の管理 

生命に影響を与える機器や精密で複雑な操作を伴う機器のメンテナンスを含む

医療機器の管理については、臨床工学技士法（昭和６２年法律第６０号）に基づき、

医師の指示の下、臨床工学技士が行うことができるとされているところであるが、

医師や看護職員のみで行っている実態も指摘されている。臨床工学技士の積極的な

活用を図り、医師や看護職員の業務を見直すことで、医療安全の確保及び医師等の

負担の軽減が可能となる。 
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医政発０４３０第１号 

平成２２年４月３０日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

 

 

 

医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について 

 

 

 

近年、質が高く、安心で安全な医療を求める患者・家族の声が高まる一方で、医療の高

度化や複雑化に伴う業務の増大により医療現場の疲弊が指摘されるなど、医療の在り方が

根本的に問われているところである。こうした現在の医療の在り方を大きく変え得る取組

として、多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提とし、目的と情報を共有し、

業務を分担するとともに互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提

供する「チーム医療」に注目が集まっており、現に、様々な医療現場で「チーム医療」の

実践が広まりつつある。 

このため、厚生労働省では、「チーム医療」を推進する観点から、「医師及び医療関係職

と事務職員等との間等での役割分担の推進について」（平成 19年 12月 28日付け医政発第

1228001号厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。）を発出し、各医療機関の

実情に応じた適切な役割分担を推進するよう周知するとともに、平成 21年 8月から「チー

ム医療の推進に関する検討会」（座長：永井良三東京大学大学院医学研究科教授）を開催

し、日本の実情に即した医療スタッフの協働・連携の在り方等について検討を重ね、平成

22年 3月 19日に報告書「チーム医療の推進について」を取りまとめた。 

 今般、当該報告書の内容を踏まえ、関係法令に照らし、医師以外の医療スタッフが実施

することができる業務の内容について下記のとおり整理したので、貴職におかれては、そ

の内容について御了知の上、各医療機関において効率的な業務運営がなされるよう、貴管

内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に周知方願いたい。 

なお、厚生労働省としては、医療技術の進展や教育環境の変化等に伴い、医療スタッフ

の能力や専門性の程度、患者・家族・医療関係者のニーズ等も変化することを念頭に置き、

今後も、医療現場の動向の把握に努めるとともに、各医療スタッフが実施することができ

る業務の内容等について、適時検討を行う予定であることを申し添える。 

 

記 

１２．医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について(通知) 

157



- 2 - 

 

１．基本的な考え方 

各医療スタッフの専門性を十分に活用して、患者・家族とともに質の高い医療を実現

するためには、各医療スタッフがチームとして目的と情報を共有した上で、医師等によ

る包括的指示を活用し、各医療スタッフの専門性に積極的に委ねるとともに、医療スタ

ッフ間の連携・補完を一層進めることが重要である。 

実際に各医療機関においてチーム医療の検討を進めるに当たっては、局長通知におい

て示したとおり、まずは当該医療機関における実情（医療スタッフの役割分担の現状や

業務量、知識・技能等）を十分に把握し、各業務における管理者及び担当者間において

の責任の所在を明確化した上で、安心・安全な医療を提供するために必要な具体的な連

携・協力方法を決定し、医療スタッフの協働・連携によるチーム医療を進めることとし、

質の高い医療の実現はもとより、快適な職場環境の形成や効率的な業務運営の実施に努

められたい。 

なお、医療機関のみならず、各医療スタッフの養成機関、職能団体、各種学会等にお

いても、チーム医療の実現の前提となる各医療スタッフの知識・技術の向上、複数の職

種の連携に関する教育・啓発の推進等の取組が積極的に進められることが望まれる。 

 

２．各医療スタッフが実施することができる業務の具体例 

（１）薬剤師 

近年、医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しているため、医療の質の向上及

び医療安全の確保の観点から、チーム医療において薬剤の専門家である薬剤師が主体

的に薬物療法に参加することが非常に有益である。 

また、後発医薬品の種類が増加するなど、薬剤に関する幅広い知識が必要とされて

いるにもかかわらず、病棟や在宅医療の場面において薬剤師が十分に活用されておら

ず、注射剤の調製（ミキシング）や副作用のチェック等の薬剤の管理業務について、

医師や看護師が行っている場面も少なくない。 

 

１）薬剤師を積極的に活用することが可能な業務 

以下に掲げる業務については、現行制度の下において薬剤師が実施することがで

きることから、薬剤師を積極的に活用することが望まれる。 

① 薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、

医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知

見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること。 

② 薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処

方を提案すること。 

③ 薬物療法を受けている患者（在宅の患者を含む。）に対し、薬学的管理（患者の

副作用の状況の把握、服薬指導等）を行うこと。 

④ 薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効
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性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案するこ

と。 

⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容

の処方を提案すること。 

⑥ 外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコン

セントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと。 

⑦ 入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するな

ど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。 

⑧ 定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調

剤すること。 

⑨ 抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。 

 

２）薬剤に関する相談体制の整備 

薬剤師以外の医療スタッフが、それぞれの専門性を活かして薬剤に関する業務を

行う場合においても、医療安全の確保に万全を期す観点から、薬剤師の助言を必要

とする場面が想定されることから、薬剤の専門家として各医療スタッフからの相談

に応じることができる体制を整えることが望まれる。 

 

（２）リハビリテーション関係職種 

近年、患者の高齢化が進む中、患者の運動機能を維持し、ＱＯＬの向上等を推進す

る観点から、病棟における急性期の患者に対するリハビリテーションや在宅医療にお

ける訪問リハビリテーションの必要性が高くなるなど、リハビリテーションの専門家

として医療現場において果たし得る役割は大きなものとなっている。 

 

１）喀痰等の吸引 

① 理学療法士が体位排痰法を実施する際、作業療法士が食事訓練を実施する際、

言語聴覚士が嚥下訓練等を実施する際など、喀痰等の吸引が必要となる場合があ

る。この喀痰等の吸引については、それぞれの訓練等を安全かつ適切に実施する

上で当然に必要となる行為であることを踏まえ、理学療法士及び作業療法士法（昭

和 40年法律第 137号）第 2条第 1項の「理学療法」、同条第 2項の「作業療法」

及び言語聴覚士法（平成 9年法律第 132号）第 2条の「言語訓練その他の訓練」

に含まれるものと解し、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士（以下「理学療

法士等」という。）が実施することができる行為として取り扱う。 

② 理学療法士等による喀痰等の吸引の実施に当たっては、養成機関や医療機関等

において必要な教育・研修等を受けた理学療法士等が実施することとするととも

に、医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、理学療法士等が当該行

為を安全に実施できるよう留意しなければならない。今後は、理学療法士等の養

成機関や職能団体等においても、教育内容の見直しや研修の実施等の取組を進め
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ることが望まれる。 

 

２）作業療法の範囲 

理学療法士及び作業療法士法第 2条第 2項の「作業療法」については、同項の「手

芸、工作」という文言から、「医療現場において手工芸を行わせること」といった認

識が広がっている。 

以下に掲げる業務については、理学療法士及び作業療法士法第 2条第 1項の「作

業療法」に含まれるものであることから、作業療法士を積極的に活用することが望

まれる。 

・ 移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動に関するＡＤＬ訓練 

・ 家事、外出等のＩＡＤＬ訓練 

・ 作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の職業関連活動の訓

練 

・ 福祉用具の使用等に関する訓練 

・ 退院後の住環境への適応訓練 

・ 発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション 

 

（３）管理栄養士 

近年、患者の高齢化や生活習慣病の有病者の増加に伴い、患者の栄養状態を改善・

維持し、免疫力低下の防止や治療効果及びＱＯＬの向上等を推進する観点から、傷病

者に対する栄養管理・栄養指導や栄養状態の評価・判定等の専門家として医療現場に

おいて果たし得る役割は大きなものとなっている。 

以下に掲げる業務については、現行制度の下において管理栄養士が実施することが

できることから、管理栄養士を積極的に活用することが望まれる。 

① 一般食（常食）について、医師の包括的な指導を受けて、その食事内容や形態

を決定し、又は変更すること。 

② 特別治療食について、医師に対し、その食事内容や形態を提案すること（食事

内容等の変更を提案することを含む。）。 

③ 患者に対する栄養指導について、医師の包括的な指導（クリティカルパスによ

る明示等）を受けて、適切な実施時期を判断し、実施すること。 

④ 経腸栄養療法を行う際に、医師に対し、使用する経腸栄養剤の種類の選択や変

更等を提案すること。 

 

（４）臨床工学技士 

近年、医療技術の進展による医療機器の多様化・高度化に伴い、その操作や管理等

の業務に必要とされる知識・技術の専門性が高まる中、当該業務の専門家として医療

現場において果たし得る役割は大きなものとなっている。 
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１）喀痰等の吸引 

① 人工呼吸器を装着した患者については、気道の粘液分泌量が多くなるなど、適

正な換気状態を維持するために喀痰等の吸引が必要となる場合がある。この喀痰

等の吸引については、人工呼吸器の操作を安全かつ適切に実施する上で当然に必

要となる行為であることを踏まえ、臨床工学技士法（昭和 62年法律第 60号）第

2 条第 2 項の「生命維持管理装置の操作」に含まれるものと解し、臨床工学技士

が実施することができる行為として取り扱う。 

② 臨床工学技士による喀痰等の吸引の実施に当たっては、養成機関や医療機関等

において必要な教育・研修等を受けた臨床工学技士が実施することとするととも

に、医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、臨床工学技士が当該行

為を安全に実施できるよう留意しなければならない。今後は、臨床工学技士の養

成機関や職能団体等においても、教育内容の見直しや研修の実施等の取組を進め

ることが望まれる。 

 

２）動脈留置カテーテルからの採血 

① 人工呼吸器を操作して呼吸療法を行う場合、血液中のガス濃度のモニターを行

うため、動脈の留置カテーテルから採血を行う必要がある。この動脈留置カテー

テルからの採血（以下「カテーテル採血」という。）については、人工呼吸器の操

作を安全かつ適切に実施する上で当然に必要となる行為であることを踏まえ、臨

床工学技士法第 2条第 2項の「生命維持管理装置の操作」に含まれるものと解し、

臨床工学技士が実施することができる行為として取り扱う。 

② 臨床工学技士によるカテーテル採血の実施に当たっては、養成機関や医療機関

等において必要な教育・研修等を受けた臨床工学技士が実施することとするとと

もに、医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、臨床工学技士が当該

行為を安全に実施できるよう留意しなければならない。今後は、臨床工学技士の

養成機関や職能団体等においても、教育内容の見直しや研修の実施等の取組を進

めることが望まれる。 

 

（５）診療放射線技師 

近年、医療技術の進展により、悪性腫瘍の放射線治療や画像検査等が一般的なもの

になるなど、放射線治療・検査・管理や画像検査等に関する業務が増大する中、当該

業務の専門家として医療現場において果たし得る役割は大きなものとなっている。 

以下に掲げる業務については、現行制度の下において診療放射線技師が実施するこ

とができることから、診療放射線技師を積極的に活用することが望まれる。 

① 画像診断における読影の補助を行うこと。 

② 放射線検査等に関する説明・相談を行うこと。 

 

（６）その他 
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（１）から（５）までの医療スタッフ以外の職種（歯科医師、看護職員、歯科衛生

士、臨床検査技師、介護職員等）についても、各種業務量の増加や在宅医療の推進等

を背景として、各業務の専門家として医療現場において果たし得る役割は大きなもの

となっていることから、各職種を積極的に活用することが望まれる。 

また、医療スタッフ間の連携・補完を推進する観点から、他施設と連携を図りなが

ら患者の退院支援等を実施する医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）や、医療スタッフ

間におけるカルテ等の診療情報の活用を推進する診療情報管理士等について、医療ス

タッフの一員として積極的に活用することが望まれる。 

さらに、医師等の負担軽減を図る観点から、局長通知において示した事務職員の積

極的な活用に関する具体例を参考として、書類作成（診断書や主治医意見書等の作成）

等の医療関係事務を処理する事務職員（医療クラーク）、看護業務等を補助する看護

補助者、検体や書類・伝票等の運搬業務を行う事務職員（ポーターやメッセンジャー

等）等、様々な事務職員についても、医療スタッフの一員として効果的に活用するこ

とが望まれる。 

 

 

162


	00-1（結合版）詳細重点.pdf
	01【総務課】詳細重点.pdf
	（詳細版）医師確保（セット）.pdf
	（詳細版）参考資料（がっちゃんこ）
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	女性医師の増加に対する対応
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	（詳細版）参考資料（
	スライド番号 1



	02【指導課】詳細重点
	重点事項２－１．医療計画－取りまとめ意見(確定版）.pdf
	重点事項２－２．医療計画－在宅
	重点事項２－３．医療計画－精神
	重点事項３－１．在宅医療の推進について
	重点事項３－２．在宅医療の推進について
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6

	重点事項４．災害医療体制に

	03【経済課】詳細重点（GE使用促進、流通改善）

	00-2予算・税制PR版
	１．予算局PR版（24'予算案）公表版.pdf
	２－１．税制局PR版
	２－２．平成24年度税制改正大綱（医政局関係）

	00-3（結合版）連絡事項
	01【総務課】連絡事項.pdf
	１．医療安全対策について.pdf
	１－１．連絡事項・総（１医.pdf
	１－２．（参考1） 医療安全支援センター体制
	スライド番号 1

	１－３．（参考2） 医療安全情報61
	１－４．（参考3） 診療行為に関連した死亡の調査
	診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業　①
	診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業　②

	１－５．（参考4-1） 無過失補償検討会開催要綱
	１－６．（参考4-2）  (別添) 構成員名簿
	構成員一覧


	２－１．福祉医療機構
	２－２．福祉医療機構（部局長会議）
	スライド番号 1

	３．医療機能101215【登録】

	02【指導課】連絡事項
	１．救急医療、周産期医療、.pdf
	２．再生基金及び支援センターについて
	３．医療法人について
	４．院内感染対策について
	５．医療法第２５条第1項に
	６．医療関連サービスについて

	03【医事課】連絡事項
	04【歯科保健課】連絡事項
	05【看護課】連絡事項
	06【経済課】連絡事項
	07【研発課】連絡事項

	00-4（結合版）関係資料
	01【指導課】関係資料.pdf
	１．救急体制の現状について.pdf
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3

	２－１．周産期医療体制の現状（周産期医療体制）
	スライド番号 1

	２－２．周産期医療体制の現状（総合周産期母子医療センターの整備状況）（H23.4.1）
	一覧（H23.4.1現在）

	３．へき地保健医療対策の現状
	４．医療施設等の施設・設備整備事業（予算整備費等資料（補助対象記載））
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6

	５．再生基金及び支援センター資料
	６．都道府県別医療法人数（【全国集計】平成23年度医療法人数調（部局長会議用））
	H２３（総括表）

	７．社会医療法人の認定状況（社会医療法人認定一覧（都道府県別要件つき（部局長会議用）））(23.10.1付)
	都道府県別

	８－１．医療機関等における院内感染対策について（院内感染（１））
	８－２．医療機関等における院内感染対策について（院内感染（２））
	８－３．医療機関等における院内感染対策について（院内感染（３））

	02【医事課】関係資料
	09-1都道府県別研修医在籍状況推移.pdf
	在籍状況(都道府県別）

	09-2医師臨床研修費補助金について(23予算案）
	09-3医師臨床研修制度の評価に関するワーキンググループ
	09-4専門医の在り方に関する検討会
	10 医療従事者数等
	11 役割分担通知
	12 チーム医療通知（発出版）
	13 チーム医療実践的事例集2011
	14 平成24年国家試験実施計画
	国家試験係

	15 医師等の資格確認につい

	03【歯科保健課】関係資料
	17－1①ポンチ絵よこ.pdf
	17－2②歯科口腔保健法の基
	17－3③ポンチ絵ワーキンググループ
	17－4④専門委員会の進め方
	18関係資料　補てつ物の安全性

	04【看護課】関係資料
	01★24確保対策PR版セット （予算案) .pdf
	02雇用の質PT報告書概要
	03就業実態調査：調査概要
	04平成24年度専任教員・教務主任講習会開催予定一覧
	05専任教員養成講習会定員数
	Sheet1

	08被災地看護職員確保について
	10看護職員就業者数の推移(18～22年)
	H22　Ver．

	
	インドネシア受入の流れ
	フィリピン受入の流れ
	（差し替え）09EPAに基づく看護師候補者受入れ






